
・お金を袋に入れて、封をしてください
・その袋を指定する場所に置いてください

令和７年３月４日

山口県警察本部生活安全企画課

～ 被害に遭わないために ～

○ 警察官が預金の引き出しや金塊の購入を指示することは絶対にありません。

○ 「あなたの携帯電話やクレジットカードが不正利用されている。」、「紙幣番

号を調べる必要がある。」、「現金を指定する場所に置いてほしい。」などと

電話があった場合は、詐欺を疑い、一人で判断せず、警察や家族に相談しま

しょう。

電話やSNSでお金の話が出れば詐欺を疑ってください！

Ａさん方の固定電話にＮＴＴカスタマーセンターを名乗る男

から電話があり、「あなた名義で契約された携帯電話が犯罪に
利用されている。」などと言われた後、Ａさんは刑事を名乗る

男から、紙幣番号を確認するために預金を引き出すよう指示さ

れ、現金１,５００万円を引き出しました。
後日、Ａさんは刑事を名乗る男に預金を引き出したことを伝

えると、男から

などと言われ、Ａさんは指定された場所（近くの神社）に現金を
入れた袋を置いて立ち去ったところ、犯人に回収され、だまし取
られました。

※他県では、警察官をかたって電話をかけて、金塊を購入させ、
玄関先に置かせる手口や受け子に手交させる手口による詐欺被
害も発生しています。


